石狩湾新港地域公共交通サービス推進協議会
（事務局：石狩市役所企画政策部交通政策課宛）

利用申込書

貴社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ご担当者様名：	　　　　　　　　　　　　　 　　　　　

（企業）郵便・番号住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

請求先　：　　　　　企　業　・　個　人　　　　　　
※別途収納代行サービスへの登録が必要となります。

裏面に記載の利用条件に基づき、企業として石狩湾新港地域公共交通サービス推進協議会が提供する「いつモ」通勤デマンド交通を利用することを申し込みます。

利用予定の従業員情報を下記いたします。
	（ふりがな）
お名前
	携帯電話番号
	生年月日
	性別
	郵便番号
	お住まいの地区
（花川北、緑苑台等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




1 利用方法
1.1 通勤デマンド交通の利用は、企業様の従業員様が会員登録をする際に提示される利用規約に従うものとする。


2 その他
2.1 本取り決めは2026年4月1日から2027年3月31日まで有効とする。ただし企業の運賃支払い義務については上記期間を超えて有効とする。
2.2 前項の期間が満了する日の1カ月前までに企業様からの申し入れが行われなかった場合、本取り決めは従前と同一の条件で、さらに1年間更新されるものとする。
2.3 本取り決めは片方の通知に基づき上記有効期間の満了を待たずに解除できるものとする。
2.4 利用した運賃の支払いを除き、企業様はいかなる責任や義務を負わないこととする。
